
我が国における地域間税収格差の是正策について

花　輪　宗　命

１　「ふるさと納税」騒動の顛末

（１）「ふるさと納税」制度の概要

令和元年の地方財政をめぐる最大の話題は、それまでの５年以上に亘って大ブームに

なっていた「ふるさと納税」制度の問題点を是正する措置として、総務省が、５月 14 日

「ふるさと納税」の対象団体を指定し、翌 15 日に指定団体を告示、同年６月１日以降、寄

付金の不適切な募集を行ったとして、大阪府泉佐野市始め４団体を同制度の指定団体から

除外し、併せて 2018 年 11 月から 2019 年 3 月までの間に、「返戻割合 3割超」又は「地場

産品以外」の返礼品を提供することにより 2億円を上回る額を集めた和歌山県北山村など

43 団体については、指定対象期間を 4か月とする運用を開始したことである。（資料―１

「申請書が提出されたが不指定とする団体」p.2, 及び資料―２「指定対象期間を 4か月と
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する団体」p.3, 総務省自治税務局（2019）『ふるさと納税制定制度における令和元年 6月 1

日以降の指定などについて』参照）

一方、同制度のために大幅な税収減の被害を被った自治体を擁する東京都については、

団体指定の申請書を提出しなかったため、指定の対象外とされた。

泉佐野市は、この措置を違法として法廷で争ったが、2020 年 1 月、第 1審の大阪地裁

は泉佐野市の訴えを却下した。泉佐野市は、直ちに控訴しているが、今後の展開は予断を

許さない。

しかし、総務省のこの措置の施行に伴い、流石の「ふるさと納税」の大ブームも若干沈

静化の兆しを見せているが、その後もこの制度の欠陥を巧みに突いた不適切な事例が間歇

的に発生しており、同制度が安定的に機能するか否かも、予断を許さない。

このように幾多の問題を孕む「ふるさと納税」は、「税」という名称がついているもの

の、その本質は個人住民税の寄付金税制が拡充されたものである。

地方自治体に対する寄付金のうち、2,000 円を超える部分（所得税は 2009 年分まで寄付

金の 5,000 円を超える部分、個人住民税は 2010 年まで寄付金の 5,000 円を超える部分）を

上限とする金額が、所得税と合わせて控除されるというものである。（資料―3 「ふるさと

納税の概要について」参照）

2008 年に寄付をした場合 2008 年の所得税確定申告により所得控除がなされ、個人住民
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税は 2009 年度分が税額控除された。また、2015 年 4 月からは、「ふるさと納税ワンストッ

プ特例制度」が創設された。

この制度の創設に向けての議論は、2006 年頃から始まったが、その背景には、地方公

共団体の自主財源である地方税収に大きな地域間格差があり、その問題を調整する制度と

しての地方交付税制度を、バブル崩壊後の慢性的な財政赤字を抱えた政府が、不適切な運

用をしてきた側面もあり、財政力の弱い自治体を中心に、構造改革による慢性的な財政赤

字に悩む自治体が続出したことが挙げられる。

このような状況の中で、2006 年 3 月 16 日の日本経済新聞夕刊のコラム・十字路の記

事「地方見直す『ふるさと納税』案」を契機に、一部の政治家が取り上げたことから議論

が活発化した。

導入の意思決定の前には、構造改革による慢性的な赤字に悩む自治体やその首長の多く

から歓迎・賛成する意見が多い一方で、その時点で多くの税収があった大都市部からは反

対や慎重な意見が多かった。

政府も「安倍首相が総裁選期間中も議論してきた重要な課題」（塩崎恭久官房長官：

当時）とし、2007 年 5 月、菅義偉総務大臣（当時）が、強力なリーダーシップを発揮
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して「ふるさと納税」の創設を表明した。

これを受けて 2007 年 6 月に「ふるさと納税研究会」を総務省に設け、関係者の意見を

取り入れて、「寄付」と「税額控除」を組み合わせた現在の姿に近い「ふるさと納税」の

案をとりまとめ、同年 10 月に報告書をまとめた。

政府は、これを受けて、2008 年の第 169 回国会の会期中に、同年 4月 30 日に参議院の

みなし否決を経て、「地方税法等の一部を改正する法律」（平成 20 年法律第 21 号）を衆議

院において再可決、即日公布した。

（２）「ふるさと納税」の大ブレークとそれに伴う問題点の噴出

このように「ふるさと納税」は、安倍首相と菅総務大臣の看板政策としてスタートした

が、PR不足もあって、当初は余り普及しなかった。

しかし、皮肉にも 2011 年 3 月に東日本大震災が起こったのをきっかけに、震災復興支

援の地元産品に人気が出て、そこに便乗した全国の自治体が高額返礼品を PRし始めた。

2010 年に 67 億円だった寄付金総額が、一挙に 650 億円に跳ね上がった。（資料―４「ふ

るさと納税制度の見直しについて」　〇受け入れ額及び受け入れ件数の推移　参照）

その頃、扶桑社から「100% 得をする　ふるさと納税生活」という本が出され、そこ

には、「年額 600 万円までふるさと納税しても良い」という記述がみられた。この本の

著者は、1億円以上の超高額納税者で、ふるさと納税の上限 600 万円を寄付すれば、そっ

くり税金が還付される事実を披露し「5,998,000 円のお取り寄せグルメが取り放題なの

で、これ、まじで生活できちゃうじゃないか…。」とまで断言している。

この本が話題となって、多くの国民の関心が一気に高まり、ネットでは、「さとふる」

や「ふるなび」といったサイトが開設され、平均的な所得の納税者でもお得な返礼品を手

に入れ、現在住んでいる地域の自治体への住民税の控除を受けとる人口が急増していっ

た。更には、その動きに便乗して、自治体の一部には、多額の寄付を誘うため、地元の産

品ではない電子機器やネット通販のポイント、或いは高級和牛など高額の返礼品をアピー

ルするところが続出した。

その傾向に輪をかけたのが、2015 年 4 月より導入された「ふるさと納税ワンストップ

特例制度」の創設である。これは、確定申告が不要な給与所得者（年収 2,000 万円以下の
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サラリーマンや年収 400 万円以下の年金受給者など）が行う 5団体以内のふるさと納税で

あれば、各自治体に特例の適用に関する申請書を提出することを条件に、確定申告をしな

くても住民税の寄付金税額控除を受けられるとするものである。この特例制度により、

「ふるさと納税」を利用する寄付者の数は一気に増加した。（上掲　資料―４　参照）

（３）「ふるさと納税制度」の健全な発展に向けた取り組み

このようにして、「ふるさと納税」は幅広い層の国民の間に普及していったが、その

反面、制度本来の目的とは遠くかけ離れた、想定外の利用のされ方を助長し、地域間の

税源配分を、いびつな形に歪めてしまう影響を生むことになった。

先ず、地域間の税収の偏在を是正し、地域活性化を促進する筈であったこの制度が、過

度な返礼品や地場産品とは無関係な返礼品を競う制度に変貌したことである。総務省は、

2017 年春と 2018 年春に、返礼品については、寄付額の３割以下で、且つ地場産品とする

よう総務大臣の通知を出した。しかし、この通知には強制力がなかったので、全国の自治

体の約１４％に当たる 246 市町村は、この通知に従わなかった。

資料―４
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次に、前述した通り、「ふるさと納税」制度は、2011 年の東日本大震災の際、被災地へ

の義援金を送る手段として活用される形で広がったが、この制度を通じて多額の義援金を

送られた結果、確定申告されることにより、多額の控除と還付金が発生し、その結果、寄

付者が居住する地方自治体で想定外の出費を強いられる事態になっている。寄付控除を受

けることによる減収分については、国はその 75%を交付税措置して保障することとして

いるが、東京都内の自治体等の多くは、不交付団体となっているため、この保障が受けら

れず、還付金などの事務負担も含め、純減収と余分の負担を強いられることになっている。

総務省は、こうした想定外の問題への対応も含め、毎年制度の見直しを進めてきている

が、既述の 2019 年 6 月の指定団体の見直しの後にも、様々な問題が発生しており、更な

る制度の見直しが必要である。

２　地域間税収格差是正制度としての「地方交付税制度」の概要

―「地方交付税制度」とは―

日本国憲法第２５条は、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を

有する。」と規定している。従って、国及び全国の地方公共団体は、日本国内どの地方に

おいても、最低限度必要な行政サービス水準（所謂ナショナルミニマム）を保障する財源

確保義務を負っている。　

しかし、全国の地方公共団体間には、現行の税体系の下で、それぞれ固有の自主財源で

ある地方税収を中心に、その行財政サービスを賄う財源に大きな格差がある。そこで、国・

地方を通じて、税財源を、地域間で、就中財政力の弱い地方団体に手厚く再配分する財政

調整を行う必要があった。

「地方交付税制度」は、この「（地方団体の）財源確保機能」と「（地方団体間の）財政

調整機能」を同時に果たす制度として創設され、それぞれの時代の要請に合わせて、調整・

整備されてきた。従って、現行の「地方交付税」は、「税」目の一つではなく、国税であ

る所得税・法人税の３３％、酒税の５０％、消費税の２２．３％、地方法人税の全額を原

資として、一定の合理的な基準によって再配分する、いわば「国が地方に代わって徴収す

る地方税である。（＝地方の固有財源である。）」

地方の固有財源を、一端国が徴収し、一定の合理的な基準によって再配分しなければな
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らないのには、次のような背景が

ある

現在（２０１９年時点で）国

及び全国の地方公共団体が提供

している行財政サービス（歳出）

の比率は、地方：国＝６：４　と

なっている（図―1参照）

ここで言う地方（公共団体）は、

４７の都道府県と約１７００の市

区町村であるが、それぞれが提供

する最低限度の行財政サービスの

内容（＝シビルミニマム）の概ね

９割は法律で定められている。　

従って、各地方公共団体は予算

を編成するに当たって、この法定

の施策に歳出予算を充当する義務

を負っている。

各地方公共団体が、法定の施策を含む歳出を賄う財源については、自主財源として地方

税法が定める税目からの収入（歳入）が基本であるが、全国の地方公共団体の間には、大

きな税収差がある（後掲図―２「地方公共団体間の税収格差」参照）

税収が極端に少ない自治体の場合は、シビルミニマムを保障する予算を組もうとして

も、自主財源だけでは、必要とする財源の１割程度しか賄えないところもある。

そこで、国は、全国どの地域住む住民にも、一定の行政サービス（シビルミニマム）が

提供できるよう財源を保障するため、それぞれの自治体の財政力に応じて、地方交付税を

交付する制度を設けたのである。

交付税の交付を必要とする自治体間で、それぞれの自治体の財政力に応じて公平に配分

するため、交付税額は、一定の合理的な基準に従って決定される。その合理的基準とは、

地方公共団体ごとに

図―1　国・地方を通じた歳出規模（目的別）

出典：平成 30 年度地方財政白書
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「基準財政需要額」―「基準財政収入額」＝「財源不足額」

を算出し、その「財源不足額」を（普通）交付税額とするものである。ここで、

「基準財政需要額」＝単位費用（法定）×測定単位（国勢調査人口等）

　　　　　　　　　　　　　　　　　 ×補正係数（寒冷地補正等）　

「基準財政需要額」＝標準的な地方税収入見込額×原則として７５％

として計算するので、客観的公平性が図られているという意味から、一定の合理的な基準

としているのである。

図―２　地方公共団体間の税収格差

出典：平成３０年度　地方財政白書
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「地方交付税制度」は、現行の税体系の下での矛盾を解消するため、国と地方を通じ

た財源配分機能を果たすものであると言える（図―３参照）が、もう一つの矛盾であ

る「地域間の税収格差」を是正する制度の側面もあることに注意する必要がある。そ

のことは、「地方交付税」額を決定する際、「基準財政収入額」から「基準財政需要額」

を引いた結果、財源にゆとりのある団体には、「地方交付税」が交付されないことから

も明らかである。

３　疑問が多いバブル崩壊以降の「地方交付税制度」の運用

「地方交付税」制度は、創設以来、それぞれの時代の経済・社会環境の変化に応じて、

殆ど毎年のように制度の見直しを繰り返してきた。

例えば、1954 年創設当初の交付税財源は、所得税と法人税の 19.874% 及び酒税の 20％

を充てていたが、翌 1955 年以降は、地方財政の財源不足に対処するため、殆ど毎年のよ

うに交付税率を順次引き上げ、1988 年には、32％の水準に達した。1989 年には、消費税

が導入されたのを受けて、消費税の 29.5％、たばこ税の 25％が交付税財源に加えられた。

交付税率は、その後も変遷を重ね、2014 年には、地方消費税の導入に伴い、消費税は

図―３　国と地方の財源配分機能を果たす「地方交付税」の位置づけ

〔歳入〕 国民の租税   〔国：地方〕

［国］ ［地方］

国 税  地方税    ６：４

 
   地方交付税等 

  
国庫支出金 

 
国直轄事業負担金

〔歳出〕 国民へのサービス還元  ４：６

出典： 「平成２９年度　地方交付税のあらまし」
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22.3% に引き下げられ、現在に至っている。

一方、バブル崩壊以降、様々な景気回復施策を講じたのにも拘わらず、国税収入の伸

びは抑えられたまま推移したため、2015 年には、所得税と法人税の交付税率は 33.1％に、

酒税は 50％に引き上げられ、たばこ税は除外され、現在に至っている。また、財源不足

を補うため、2014 年には、国税としての地方法人税が創設され、その税収の全額が、交

付税財源に組み入れられ、現在に至っている。

他方、国の財政は、バブル崩壊以降、景気低迷が長引き、税収の伸びが殆ど見られない

状態にとどまった一方、21 世紀に入ってから、社会保障関係費が猛烈な勢いで伸び続け

たため、財源不足を巨額の国債で補う財政運営を行わざるを得ない状態に陥り長期債務残

高が累増したため、財政再建が喫緊の課題となってきた。

所謂アベノミクスも、期待された効果が見られないなか、頼みの日本銀行の大胆な金融

緩和政策も出口が見えない状態に追い込まれてきたため、国は、いよいよ難しい歳出削減

に取り組まなければならなくなった。そのためには、先ず国の一般会計予算の約 4割を占

める社会保障関係費を削減する方策を模索しているが、国の一般会計歳出予算の 2割弱を

占める地方交付税も何とか抑え込みたいところである。

図―４は、「地方財政計画」で決定された２１世紀に入ってから 2019 年度までの「地方

交付税等総額（当初）の推移」を示したものであるが、この内訳をみると、国家財政の再

建を進めるために、地方交付税総額を減らそうとしてきた足跡とその手口が読み取れる。

先ず、地方交付税総額と臨時財政対策債との合計額が、2003 年度年から 2004 年度にか

けて、23.9 兆円から 21.1 兆円へ 12%削減され、その後、2007 年度まで削減されてきたこ

とが解る。特に、2004 年度の地方財政計画における大幅な削減は、「地財ショック」と言

われている。

これにより、多くの地方公共団体では、歳入不足が生じ、基金の取り崩しによって補填

せざるを得なくなった。特に地方交付税の依存度が高かった地方の小規模な自治体では、

地方交付税の大幅な削減で財政が圧迫され、これが、市町村合併の主な要因となった。

その後、2009 年度から１兆円規模の別枠加算が始まった。これは、2008 年に起こった

リーマン・ショックに伴う景気後退等による地方歳入不足を勘案し、地方交付税額を増額

するという措置が取られものである。しかし、特例措置は、2014 年以降減額され、2016
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年には廃止された。リーマン・ショックによる不況は終息した、というのが別枠加算廃止

の理由であるが、実際は、リーマン・ショックによる不況から立ち直れず、地方税額が減っ

たままの自治体は多く、本来交付税で不足する財源の補填を必要とする財政力の弱い自治

体が深刻な財政難に追い込まれた。

また、2012 年以降、地方交付税の法定税率を相次いで変更し、既述のように、消費税

や法人税率が下げられ、たばこ税を地方交付税の原資としないことを決めた。一方で、国

税としての地方法人税が創設され、税収の全額を交付税の原資として位置付けた。地方法

人税とは「地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人住民税法

人税割の一部を地方交付税の原資化した税」とされているが、法人住民税法人割は歳入の

中でも自主財源であり一般財源であるので、法人が立地していた市町村の運営にとっては

極めて重要な税源である。その税を国税化したということは、法人が立地していた市町村

の重要な自主財源であり一般財源であるものを剥奪したものであるから、地方交付税制度

の本来の在り方とは矛盾するものである。国税としての地方法人税導入は、市町村固有の

税源を減らして、国が地方交付税として負担する部分を減らそうとする試みであるから、

図―４　地方交付税等総額（当初）の推移

出典：総務省「地方交付税等総額（当初）の推移」　
http//www.soumu.go.jp/main.content/000544453.pdf
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事実上の地方切り捨て・中央集権化につながる虞がある。

次に、2003 年から導入され、現在も発行されている「臨時特例債」にも、大きな問題

が潜んでいる。「臨時特例債」とは、地方交付税の財源不足分を上限として起債を認めら

れた地方債である。国の財源不足を補填するための起債であるから、後に元利償還する際

には、国が地方交付税措置をするとしている。

また、予め用途を定めて起債する通常の地方債とは異なり、「臨時特例債」は、一般財

源として使うことができるので、「臨時特例債」を実質的な地方交付税と呼ぶ自治体もあ

るが、地方債であることには変りがなく、元利償還義務は、国ではなく市町村が負うこと

を忘れてはならない。元利償還に当たっては、国が交付税措置する約束も、当てにするこ

とは危険である。地方交付税措置は、「臨時特例債」の発行額ではなく、発行可能額に対

して行われるので、起債してもしなくても後で交付税措置される額は変わらないからだ。

いずれにしても地方交付税そのものが減額されている中で、「臨時特例債」の措置分は見

えにくくなっているのは間違いない。

次に、地方交付税総額を減らす試みとして、国が地方に働きかけた政策にも、地方交付

税制度は悪用されている嫌いある事を指摘したい。

先ず、「地方創生」政策における国から地方への二つの財政支援策に、地方交付税の負

担軽減の仕掛けが組み込まれていることを指摘したい。一つ目は、2006 年度以降創設し

た地方創生交付金制度である。この交付金は、地方公共団体が作成し、内閣総理大臣の認

定を受けた地域再生計画に記載された事業に対し交付されるものであるが、この認定の条

件として、ＫＰＩ（重要業績評価指標）の設定とＰＤＣＡの整備により効率的効果的に実

施される事業で且つ先導的な事業であることを挙げている。しかし、これは、地方自治の

現場を知らない研究者やシンクタンクの皮相的なアイディアを具現化しただけのもので、

基準財政需要額の個別算定経費の改革には殆ど役に立たず、アイディアを提供したシンク

タンクの利益に貢献しただけで終わろうとしている。

もう一つは、「まち・ひと・しごと創生事業費」の創設である。2015 年度予算では、「ま

ち・ひと・しごと創生」費が、１兆円確保されたが、それは、基準財政需要額の個別算定

経費の「地域の元気創造事業費」に 4,000 億円程度（うち 100 億円程度は特別交付税）、

「人口減少等特別対策事業費」に 6,000 億円程度に振り分けられ、地方交付税制度を通じ
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て地方に補助されることになっている。「地域の元気創造事業費」は、決められた単位費

用に測定単位である人口と補正係数をかけて算出するが、この補正係数には、各地方公共

団体の行政改革努力（2,670 億円程度）と地域経済活性化分（1,230 億円程度）の成果がそ

れぞれ反映されることになっている。

行革努力の算出では、職員数や人件費の削減が重視されるので、職員数や人件費を減ら

す程地方交付税額が多くなる仕掛けになっている。その結果、人件費を削減し地方交付税

を増やすことで何とか歳入総額を確保しようとする自治体が増えつつある。現実には、退

職した地方公務員の受け皿となっている指定管理者や利益優先の民間の業者への委託に

よって、人件費を削っているのだが、住民サービスのレベルを下げないようにしながら、

各自治体の行政改革を進めるよう仕向け、その結果、地方交付税制度による国の財政負担

が減っているかについては、甚だ心許ない状況である。

また、地域活性化分の算出では、農業や製造品出荷額、小売業の年間商品、販売額のほ

か若者や女性就業率などが重視される。「人口減少等特別対策事業費」では、その取り組

みの必要度と取組みの成果に基づいて算定されたが、2017 年度から段階的に、必要度か

ら成果へ 1,000 億円移行させている。これは、つまり現在全国で実施されている人口増加

や産業活性化の政策について、成果が上がれば地方交付税が増額される仕組みになってい

るのである。国が進める「地方創生」政策は、地方を活性化させることで地方分権を進め

る政策ではなく、寧ろ地方に国が用意した政策メニューに飛びつかせ、国がやって欲しい

事業を、地方交付税制度を通して地方に浸透させることで中央集権を進める政策と言える

のである。

国のこのスタンスは、地方交付税本体の算定方式の変更でも読み取れる。

2007 年以降の地方交付税は、「新型地方交付税」と呼ばれているが、何が「新型」かと

いうと、一つは包括算定経費を導入したことである。この制度では、基準財政需要額を算

定する際、個別算定分と包括算定経費算定分に分け、中身が分かりにくい個別算定分の算

定方式の欠点を補う比較的簡素化された（算定項目の一部を人口と面積で算出する）包括

経費算定方式を採用することにしたものである。その結果、算定作業は大幅に簡素化され

たが、それまでのきめ細やかな算定が失われたとも言われている。

もう一つは、個別算定経費において「地域振興費」を導入したことである。「地域振興
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費」では、へき地・離島、寒冷地、合併に関わる経費のほか、行革インセンティブ、基地、

地域手当等に関わる経費を算定することになっているが、その内特に「行革インセンティ

ブ」では、国が望む政策や事業を実施した自治体には、交付税額を増やすことになってい

る。このことは、交付税制度を悪用して、地方自治体に対し、国が勧める政策を押し付け

ることを意味する。

さらに 2016 年からは、段階的に所謂「トップランナー方式」を採用し始めた。これは、

行政サービスの合理化を進め、経費を削減した自治体の経費水準を「標準的な行政サービ

ス」とし、基準財政需要額に反映させる制度である。この方式を広範囲に適用すると、地

方自治体は、国が勧める行政改革を押し付けられることになる。

このような一連の算定方法の変更は、地方の自主性を奪い、中央集権を一層強める結果

を招来し、地方自治体の疲弊に繋がることになる。これでは、全国の自治体で、ナショナ

ルミニマムを達成するために財源を交付するという地方交付税制度の本来の狙いに逆行す

ることになってしまう。

政府は、この外にも、財政力の弱い市町村に「平成の大合併」を勧めたり、様々な地方

自治体の行財政改革策を奨めたりして、地方に交付する交付税額を圧縮する政策を進めて

いる。

また、21 世紀になって大きな問題となってきた公共施設の老朽化問題に対処するため、

地方公共団体に「公共施設等再編計画」の策定を勧め、その計画の策定を促すため、政府

は、2014 年から 2026 年にわたり、策定に要する経費の 50％を支援する特別交付税措置を

講じている。

更に、2015 年からは、公共施設再編を進めて行くために「公共施設最適化事業債」を

創設した。これは、公共施設の床面積を減らす集約化・複合化事業に対し、事業経費の

90％を交付税措置（策定に要する経費の 50％）する地方債を充当することを認める制度

である。

しかし、このように地方交付税制度を、本来の趣旨から逸脱した姿で運用している結果、

地域間の税収格差は、縮まるどころか、寧ろ拡大している傾向が認められるので、窮地に

追い込まれそうな自治体からは、怨嗟の声が上がっている。

本稿の冒頭で触れた「ふるさと納税」制度は、地方交付税制度とは異なる手段で、この
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課題に応えようとした試みの側面があることは否めない。

４　地域間税収格差是正のあるべき姿

国と地方を通じた我が国の統治機構は、日本国憲法に基づき民主主義の原則に則って構

築された。日本国憲法を第６５条に基づき、国の行政権は内閣に属するが、日本国憲法第

９２条に基づき、地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づい

て法律でこれを定めるとされている。「地方自治の本旨」とは、「住民自治」と「団体自治」

を意味するが、それは、とりもなおさず地方公共団体は、国とは独立して（＝対等・平等

の立場で）住民参加の下に地域経営に当たることを意味する。従って、国と地方の行財政

運営の役割分担は、「補完性原理（＝ Subsiduary　Principle）」基づき、地域住民の身

近な行財政課題は、先ず基礎的自治体が対応し、個別の基礎的自治体では対応できない課

題は、広域自治体が対応し、個別の広域自治体では対応できない全国的課題は、国が対応

するという考えに基づいて決められるのが原則である。

しかし、戦後復興から、国土の均衡ある発展を達成するために、限られた資源を効率的・

効果的に投入するために、国が概ね３分の２に当たる税源を徴収し、概ね３分の１に当た

る税源を地方公共団体の自主財源とする税体系を構築した。地方税法に定められた地方公

共団体の税収には、地域間格差があったため、国は、国税収入の半分（＝国・地方を通じ

た税収の概ね３分の１）を、地方交付税と国庫支出金の形で財政力の弱い地方公共団体に

交付する仕組みが作られた。言い換えれば、地方税法の定めの下では、元来、地方税収に

地域間格差があったのである。

２０世紀の後半、我が国は、限りある税資源を効率的・効果的に投入して、経済成長と

国土の均衡ある発展を達成し、我が国は、世界第２の経済大国に上り詰めた。しかし、グ

ローバル化と少子高齢化が進展すると見込まれる２１世紀が指呼の間に迫ってきた 1993

年、新たな経済社会環境にソフトランディングするため、国会は、全会一致で「地方分権

の推進に関する決議」を採択した。

この決議に基づき、国会は、機関委任事務制度を廃止し、国の関与の新しいルールを確

立する等を定めた「地方分権一括法」を成立させ、分権改革を進め始めた。（資料―５「地

方分権改革のこれまでの経緯」参照）
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しかし、折悪しくもその時期、バブルが崩壊し、我が国は長引く景気低迷に喘ぐように

なった。その影響で、国庫補助負担金改革や税源移譲、地方交付税改革は難航する羽目に

陥った。しかし、これでは分権改革が完了しないので、2001 年、小泉内閣は、所謂「三

位一体改革」を断行したが、その内容は、地方公共団体間の税収格差を是正し、移譲され

た権限に見合う税財源の面では、不十分なものであった。バブル崩壊後の景気低迷の中

で、国家財政も悪化の一途を辿り、本格的な財政面での分権改革は、中途半端なものに終

わったからである。地域間の税収格差の解消は、事実上手つかずの状態で温存され、頼み

の地方交付税制度も、分権改革に逆行するような使われ方が顕著になり、また、構造改革

を迫られ窮地に追い込まれていた地方自治体を救済するかと期待された「ふるさと納税」

も、欠陥だらけの制度だった虚を突かれ、想定外の使われ方をした結果、課題解決の取り

組みを一層複雑なものにしてしまった。

経済のグローバル化が一段と進展し、人口減少モードに入った 21 世紀の日本では、新

しい経済社会環境に充分に対応出来る定常型社会へのソフトランディングに本格的に取組

出典：総務省自治総局（2015）：「地方分権改革のこれまでの経緯」　
www.soumu.go.jp/main_content000327098pdf

資料―５　「地方分権改革のこれまでの経緯」
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まなければならないが、そのためには、お互いの顔が見え、相互に支え合い、助け合う地

域共同体の復権から取り組む必要がある。

そのためにも、私たちは、地域共同体の財政基盤を、一層強固なものとできるような税

体系の導入を模索していかなければならない。
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